
21 September 2020
2020 Issue No. 13

Hong Kong
Tax Alert

内国歳入局（以下、「IRD」）は先週、「HKFRS第16号が適用される場合のリースの税務上
の取扱い」に関するガイダンス（以下、「当該ガイダンス」）をウェブサイト上で公表しました1。

当該ガイダンスは、具体的に以下のことを規定しています。

i. 香港財務報告基準第16号（以下、「HKFRS第16号」）に基づき損益計算書に認識さ
れるオペレーティング・リースに係る使用権（ROU）資産の減価償却費、及び関連する
リース負債に関する支払利息は、収益性のあるリース費用であり、損金算入が可能で
ある

ii. 上記（i）の代わりに、納税者は、契約上の支払期限に関連した査定対象年度に到来
する支払リース料を一貫して損金算入することが一般的に認められる

iii. 使用権資産の減損損失は、予想損失であり、通常、一時の損金算入が認められない
が、オペレーティング・リースの残存期間にわたって定額法により配分された金額が損
金算入される

iv. 投資不動産として評価されるオペレーティングリースのサブリースに関する公正価値
の変動は、未実現損益として税務計算から除外されるものの、当初認識された使用権
資産はオペレーティング・リース期間にわたって定額法により配分された金額が損金
算入される

当該ガイダンスの公表にもかかわらず、特定の状況下では、リースに関連する税務上の調
整が行われるかどうか、またはどのように行われるかが複雑になる可能性があるので、必
要に応じて、税務専門家のアドバイスを求める必要があります。

1 当該ガイダンスは、次のリンクからアクセスできます。

https://www.ird.gov.hk/eng/tax/bus_lease16.html

HKFRS第16号に基づくリース料の税務上の取扱い

https://www.ird.gov.hk/eng/tax/bus_lease16.html
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オペレーティング・リースの使用権と支払利息

HKFRS第16号は、借手のリース取引に対する単一の会
計モデルを導入し、リース期間が12ヶ月を超えるすべて
のリースについて、原資産の価値が少額である場合を除
き、資産及び負債として認識することを要求しています。

HKFRS第16号の下、リース借手の貸借対照表上、リー
ス原資産の使用権を表す使用権資産及び、将来の支払
リース料の現在価値を表すリース負債が計上されます。

また、オペレーティング・リースの借手の損益計算書上、
使用権資産の減価償却費及びリース負債に関する支払
利息が費用として計上されます。言い換えれば、当該会
計処理により、当該リース借手がリース期間にわたって
使用するための使用権資産を取得したとする取引の経
済的実体を反映しています。

前述の会計処理にもかかわらず、当該ガイダンスでは、
当該リースが法律上、オペレーティング・リースである場
合、損益計算書に計上される減価償却費と支払利息の
総額が、当該資産の継続使用のための使用料に相当す
るものとされています。

したがって、発生主義で会計処理される2つの勘定科目
が、いずれも収益性のある費用であり、損金算入の対象
となります。そのため、上述の勘定科目が会計期間中の
契約上の支払リース料を表しているかどうかは関係あり
ません。

単純なケースでは、勘定科目で認識された使用権資産
の減価償却費とリース負債に関する支払利息の総額は、
リース期間中の契約上のリース料の総額に相当します。
ただし、特定の会計期間においては、2つの勘定科目の
金額が一致しない場合があります。

これが本質的にはタイミングの問題に過ぎないことから、
当該ガイダンスでは、租税回避の要素が含まれていない
限り、IRDは、納税者が契約上の支払期限が査定対象年
度中に到来する支払リース料を一貫して損金算入するこ
とを認めています。

オペレーティング・リースの使用権資産の減損損失

HKFRS第16号では、リース借手が香港会計基準（以下、
「HKAS」）第36号「資産の減損」を適用し、使用権資産
の減損の有無を判定し、減損損失の会計処理を行うこと
を要求しています。

新型コロナウイルス感染拡大により、事業が大幅に縮小
若しくは中断した場合など、減損の兆候が存在する場合
には、企業は使用権資産の回収可能価額を見積もる必
要があります。それに伴い、当該企業が、使用権資産の
利用により生じると予想されるキャッシュ・フローを残存
耐用年数にわたって見積もることが必要になります。減
損損失は当該使用権資産の帳簿価額が回収可能価額
を上回った場合に発生します。

当該ガイダンスでは、このような減損損失がほとんどの
場合において予想損失であり、Nice Cheer Investment
v CIR (2013) 16 HKCFAR 813で確立された原則に基
づき、損金算入の対象とならないとしています。

しかし、このような減損損失は、使用権資産の帳簿価額
を減少させ、その減価償却は損益計算書に計上される
リース費用総額の一部として表されることになります。

つまり、使用権資産の帳簿価額は減損損失により減額
された後、当該資産の減価償却費は、リース負債に関す
る支払利息とともに、実際に発生したリース費用の一部
のみを表すことになります。

したがって、当該ガイダンスは、IRDがリースの残存期間
にわたって減損損失を定額法で配分して損金算入する
ことを認めています。それと同様に、減損損失の戻入れ
がその後行われた場合、当該戻入れは税務上、リース
の残存期間にわたって定額法で配分されます。

（i）上記の方法による減損損失とその戻入れの税務上
の配分、及び（ii）使用権資産の残存簿価に関する減価
償却費とリース負債に関する支払利息の損金算入が認
められるという複合的な効果は、各査定対象年度に実
際に発生したリース費用の総額を概ね表しています。



投資不動産として評価されるオペレーティング・リース
のサブリースによる公正価値の変動

HKFRS第16号は、ある事業者がオペレーティング・リー
スを別の事業者にサブリースする場合（すなわち、当該
事業者はリース貸手となる）、ヘッドリースとサブリースを
別個の契約として会計処理することを求めています。

サブリースをオペレーティング・リースに分類した場合、
ヘッドリースに対するリース負債と使用権資産を保有する
ことになります。当該ヘッドリースに関する使用権資産が
投資不動産の定義を満たしている場合には、HKAS第40
号「投資不動産」に従って公正価値モデルを適用すること
が可能です。すなわち、当該使用権資産は各期末の時
価に基づいて評価され、その価値変動は損益計算書に
計上されます。そのため、原価モデルとは異なり、当該使
用権資産に関する減価償却費は発生しません。

当該ガイダンスでは、ヘッドリースに関する公正価値の変
動は課税または損金算入の対象となりません。なぜなら、
Nice Cheer判例で確立された原則に基づき、当該損益が
実現損益を表すものではないからです。

それにもかかわらず、当該使用権資産の減価償却費に
反映させるであろう実際に発生したリース費用の概算に
ついて、当該ガイダンスでは、当初認識した使用権資産
の金額をヘッドリースのリース期間にわたって定額法で
配分した金額を損金に算入することを認めています。

このアラートの別添では、上記を説明するためのガイダン
スの設例をご紹介します。

論評

オペレーティング・リースに関する減損損失は、十分な精
度で把握できない予想損失であり、Nice Cheer判例で確
立された原則の下で損金算入されませんが、例外もあり
得ます。

例えば、Herbert Smith v Honour 72 TC 130という英
国の判例では、納税者が空室となったオフィスビルを支
払うべきリース料よりも実質的に下回るリース料でリー
スの全残存期間にわたってサブリースした場合、当該オ
フィスビルに関する損失引当金は、損金算入が可能とさ
れました。

以上のことから、当該ガイダンスの公表にもかかわらず、
リースに関する税務上の調整の有無や方法は、状況に
よっては複雑になる可能性がありますので、必要に応じ
て、税務専門家のアドバイスを求める必要があります。
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別添

設例

香港のヘッドリース事業者は、あるオフィスビルを所有しており、以下の条件でサブリース事業者にリースするという合
意をしました。

► リース期間：5年

► 年間リース料：年間20万香港ドル

そこで、香港のサブリース事業者は、当該オフィスビルの全室を10名のテナントに、リース期間1～3年間、更新なしの
条件でサブリースしました。そのオフィスビルは一等地にあったため、同サブリース事業者は、リース期間が満了したと
しても、すぐに新テナントを見つけることができると確信していました。

当該サブリース事業者は、これらのサブリースをオペレーティング・リースとして会計処理しました。また、使用権資産
（オフィスビルのリース）の会計処理にあたり、HKAS第40号に基づいて公正価値モデルを適用しました。当該サブリー
ス事業者の追加借入利子率は2%であり、ヘッドリースに関する初期直接コスト、前払いリース料、原状回復費用があり
ませんでした。

以下を前提に、使用権資産の公正価値を算定しました。

► サブリースの計算利子率：平均2%

► ヘッドリース開始時のリース負債（リース料の正味現在価値）：942,692香港ドル（割引率：2%）

► 予想年間リース料収入：年間40万香港ドル

香港のサブリース事業者によるリース取引の当初認識と測定：

香港のサブリース事業者は、初年度～5年目の損益計算書において、年間40万香港ドルのサブリース収入を認識し
ます。

香港のサブリース事業者は、以下のスケジュールに基づいて損益計算書上、支払利息を認識します。

損益計算書に計上された支払利息について損金算入が認められます。

会計項目 Dr Cr

初年度の開始 Dr. 使用権資産
Cr. リース負債

$942,692 $942,692

初年度の終わり Dr. 使用権資産
Cr. 公正価値収益（P/L）

$580,400 $580,400

Dr. 支払利息
Cr. リース負債

$18,854 $18,854

Dr. リース負債
Cr. 現金

$200,000 $200,000

Dr. 現金
Cr. リース収益（P/L）

$400,000 $400,000

リース料支払 支払利息 元本返済 リース負債

$ $ $ $

初年度の開始 942,692

初年度の終わり 200,000 18,854 181,146 761,546

2年目の終わり 200,000 15,231 184,769 576,777

3年目の終わり 200,000 11,536 188,464 388,313

4年目の終わり 200,000 7,766 192,234 196,079

5年目の終わり 200,000 3,921 196,079 0

合計 1,000,000 57,308 942,692
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香港のサブリース事業者は、リース期間中の各年度末における使用権資産の公正価値変動について、以下の予想
キャッシュ・フローに基づいて会計処理します。

損益計算書に計上された年間の公正価値損益は、事業所得税の目的上は無視されます。これに代えて、942,692香
港ドル（すなわち、580,400香港ドル-369,538香港ドル-376,929香港ドル-384,468香港ドル-392,157香港ドル）と
いう公正価値変動の総額は当該リースの当初認識時における使用権資産の価値を表しており、リース期間にわたって
定額法により配分され損金算入されます。

各年度の公正価値の算定に影響を与える情報（利息や稼働率の変化など）が把握できない場合、リース期間における
使用権リース資産の公正価値の変動を正確に把握することが困難となる可能性があります。このような状況において
は、認識された使用権リース資産（すなわち、942,692香港ドル）を、当該ヘッドリースの期間にわたって定額法により
損金算入することが認められます。リース負債の支払利息と合わせて当該使用権資産の減価償却費は、概ね定額法
により損金算入の対象となる当該ヘッドリースに基づく年間リース料の支払額になります。

当該基準が一貫して適用され、かつ、租税回避の要素が存在しない限り、当該ヘッドリースに基づく契約上のリース料
の支払額（すなわち、200,000香港ドル）を損金として算入することが可能です。つまり、損金算入をする場合、支払利
息、減価償却費、または公正価値変動を損金算入する代わりに、初年度～5年目について20万香港ドルまで損金算入
が認められます。

初年度 2年目 3年目 4年目 5年目

$ $ $ $ $

サブリースによる収入 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

支払リース料 (200,000) (200,000) (200,000) (200,000) (200,000)

キャッシュ・フロー（純額） 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

使用権リース資産の公正価値 1,523,092 1,153,554 776,625 392,157 0

損益計算書に計上される公正価
値損益

580,400 (369,538) (376,929) (384,468) (392,157)
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